
 

りそな銀行アジアニュース 
平成 23 年 3月 28 日 

りそな銀行 法人ソリューション営業部 国際業務室 

【上海駐在員事務所】 
「中国における労働者最低賃金について（6）」 

 照会先：法人ソリューション営業部 国際業務室 （東京）電話 03‐6704‐2723 

  （大阪）電話 06‐6268‐6357 

当資料は、信頼できると思われる情報に基づいて作成しておりますが、弊行がその正確性、確実性を保証するものではありません。ここに記載された

内容は事前の連絡なしに変更されることもあります。当資料は情報提供のみを目的としており、何らかの行動を勧誘するものではありません。ご利用に

関しては、お客様御自身でご判断下さいますようお願い致します。                   ＊禁無断転載 

２０１１年３月２日、上海市政府は４月１日より、上海市の労働者最低賃金を現在の１１２０元から１２８０元（約１６，

０００円、１元＝１２．５円）に１４％引上げることを発表しました。年初以降、北京市、江蘇省なども既に最低賃金の

引き上げを実施しました。中国の最低賃金は今年も全国各地域で大幅に引上げられる見込みです。 
主要地域別の最低賃金は以下の通りです。 

※尚、同一市内でも異なる最低賃金を設定している場合が一部ございますのでご注意ください。 

省/直轄市 変更日 
変更前 

最低賃金 
変更後 

最低賃金 

個人負担分の 
社会保険（※１） 

及び公積金(※２) 

上海市 2011/4/1 1120元 1280元 含まない 

北京市 2011/1/1 960元 1160元 含まない 

天津市 2011/4/1 920元 1160元 
社会保険及び 

公積金含む 

1類 
南京市区、無錫市区、常州市区、蘇州市区 

、昆山市、太倉市、南通市区、鎮江市区他 
960元 1140元 

2類 徐州市区、揚州市区、連雲港市区他 790元 930元 
江蘇省 

3類 その他地域 

2011/2/1 

670元 800元 

社会保険含む 

1類 杭州市区、寧波市区、温州市区他 1100元 1310元 

2類 嘉興市、湖州市区、紹興市、台州市区他 980元 1160元 

3類 舟山市、永嘉県、天台県、仙居県他 900元 1060元 
浙江省 

4類 その他地域 

2011/4/1 

800元 950元 

社会保険及び 

公積金含む 

1類 青島（市北等七区）、済南市区他 920元 1100元 

2類 青島郊外他 760元 950元 山東省 

3類 その他地域 

2011/3/1 

600元 800元 

社会保険及び 

公積金含む 

1類 大連市区他 900元 1100元 
大連市 

2類 大連郊外県級3市 
2011/4/1 

800元 1000元 

社会保険及び 

公積金含む 

※ 1  社会保険：養老保険、失業保険、医療保険のことを指しており、三金と呼ばれる。 

※ 2  公積金：社会保険の一種であり、住宅公積金（住宅積立金）の略称。※1 の社会保険と併せて、四金と呼ばれる。 

【出典：各地方政府、人力資源及び社会保障部門のＨＰより】 
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上海における最低賃金の推移
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